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音楽科の教育内容と方法について

桂 博 章, 鈴 木 敏 朗

OntheProb一em oftheContentsandtheMethodsofMusicEducation

HiroakiKATSL-RA,ToshiakiSL,ZUKI

Purpose:Thepurposeofthisstudyistoexaminetheeducationalcontents

andthemethodsofthemusiceducationincompulsoryeducationsoas

togetshapeollrCOllrSeforthefuture.

Method:ThepublicguidelineforthemllSicandthethetextbooksofthe

musicedllCationthatareeditedfortheundergraduatedstudentsofthe

futureteacherswereinspectedfrom theviewpolntOftheeducational

contentsandthemethods.

Resusts:Althoughthepliblicguidelineisconciliatoryandcoversthewhole

ofcontentsandmethodsofthemusiceducation,it'sconcretecontents

andmethodsarenotsorigidlyprescribedanditdoesnotnecessarily

restricttheactualmusiceducation. Thisfactisreflectedinthetext

booksofmusiceducationthatendeavortoconcretethepublicguldeline

ofmusic.Soweinevitablyregardthatvariousproblemsofthepresent

musiceducationareascribedtotheprocessoftheabstractionofthe

plユblicguideline. HoweverlnaCtllalmusiceducation,theconcrete

contentsandthemethodsareindispensable,andforthatwemust

investlgatetheactualcaseinscool.

Ⅰ.はじめに

音楽科の目標として,小学校学習指導要領に

は ｢表現及び鑑賞の活動を通して,音楽性の基

礎を培うとともに,音楽を愛好する心情と音楽

に対する感性を育て,豊かな情操を養う｣とい

うことが,又,中学校学習指導要領には ｢表現

及び鑑賞の活動を通して,音楽性を伸ばすとと

もに,苦楽を愛好する心情と音楽に対する感性

を育て,豊かな情操を養う｣ということが掲げ

られている｡両者の相違は,小学校の目標では

｢音楽性の基礎を培う｣となっているのが,中

学校の目標では 『基礎』という語が抜けている

点だけであり,両者とも 『音楽性』,『心情』,

『感性』,『情操』をキー･ワー ドとする同 じ目

標を掲げている｡

これらの上位目標を達成するために,学習指

導要領には,ある程度具体的な教育内容が定め

られている｡この学習指導要領の取り扱い方に

ついては,音楽教育関係者の間で大きく分けて

二つの立場が見られるようである｡

一方は,学習指導要領を音楽科教育の絶対的

な指標と見倣す立場で,このことは,音楽科の

研究授業が行なわれる際には,学習指導要領の

目標や教育内容からとられた用語が,研究テー

マにたびたび用いられていることなどに現れて

いる｡

他方は,学習指導要領の教育内容,指導方法

に反対する立場で(1),この立場の人々は,学習

指導要領の指導内容が細分化され,要素連合主

義によっている点や,指導内容に一貫性が見ら
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れない点などを批判するようである｡

これらの批判が的を得たものであったとして

ち,日本の音楽教育の成立の歴史を考えた場合,

指導要領がさまざまな要素を含んだものになる

やむを得ざる事情もあったのではないかと考え

られる｡日本において近代学校制度が始って以

莱,日本の音楽教育は,欧米の音楽教育観や教

育方法を絶え間な く採り入れることに主眼が置

かれ,整合性,一貫性については,それ程考慮

を払ってきたとはいえないように見える｡

そもそも明治5年の学制発布に,｢当分之 ヲ

欠く｣という但 し書きつきながら小学校の教科

目として ｢唱歌｣が加えられたのも,ヨーロッ

パの学校制度の模倣であった｡当時は,日本の

伝統音楽における徒弟性的修業法以外に音楽科

の教育内容や方法がまったく不分明であったた

め,明治 8年に伊沢修二 21は,米国のブリッジ

ウォーター師範学校に留学 し,後にボストン市

で公立学校音楽監督メーソンについて音楽教育

を学んだ｡

近年の例を挙げるなら,数年来,音楽の授業

で全国的に広く行なわれるようになった 『創造

的音楽学習』(creativemusicmaking)と呼ば

れる,子供達のその場の発想を主要素とする作

曲を中心とする音楽教育の方法は,1970年にイ

ギリスで出版されたPAINTER,JohnとASTO

N,Peter著の"SoundandSilence"tB)が日本に

紹介されたことが契機になっている｡

このように欧米の音楽教育の内容 ･方法から

多 くを借用することによって成立してきた日本

の音楽科教育は,多数の人々の意見の総和とし

て総花的,あるいは折喪的なものにならざるを

得なかったわけである｡言換えれば,借用した

音楽教育の理論,あるいは個人の立場に依拠し

て,多くの人が同時にさまざまな教育内容 ･方

法を真実として主張するという状況にあり,学

習指導要領にはそれらの主張のいわば妥協案と

して音楽科の教育内容 ･方法が示されていると

いうことになる｡

上述 した事情が逆に,学習指導要領の内容及

び,それに基づく音楽科の指導内容についての

議論を,しばしば誘発 したともいえ,そうした

議論は,これまで絶え間なく行なわれてきた｡

しかしながら,それらの議論にはある種の論理

の不明確さと論拠の混同が見られるように思わ

れる｡

一つは,音楽に関わる者が今述べたような日

本の音楽教育成立の事情を省みることなく,自

己の立場からのみそれぞれの主張をなしている

ことである｡そのためか全体的な視野のなかで,

音楽教育を論じることが少ない｡このような人々

は,現在の音楽科教育の背景にある音楽観,音

楽教育観をもう一度,検討してみる必要がある

のではないであろうか｡

もうひとつは,音楽科教育における,教育内

容と教育方法の問題である｡教育内容が生徒に

学習され,定着するためには,合理的で一貫 し

た教育方法がなければならない｡ある教育内容

が設定されても,それを実現する方法をもたな

かったら,教育内容としての意味を失う｡逆に

いえば,実現可能な教育内容しか設定すべきで

はないということになる｡つまり,実現可能性

を考慮 しない主張が少なからず存在するという

ことである｡このため,教育内容と教育方法と

の関係について,改めて検討することの必要性

が生 じてくる｡

学習指導要領及び,それに基づく音楽科の指

導内容については,全面的に肯定する立場をさ

まざまに想定することができる｡部分的に否定

する立場もまた,同様に多岐にわたるであろう

ことが推測される｡勿論,全面的な否定の立場

もあろう｡ しかし,これらの主張は,上記の事

情を考慮した上で,音楽観,音楽教育観,内容

と方法の関係などの検討を経たのちになされる

べきものであると思われる｡こうした一連の手

続きを伴った教育内容批判あるいは,評価を行

なうことが,音楽科教育の課題と考える｡

Ⅱ.目的と方法

1.日 的

以上のような前提に立ち,この論文は以下の

ことを明らかにすることを目的にしている｡
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① 音楽科の教育内容を方法論との関係から

検討し,教育内容の妥当性を検討する｡

② 学習指導要領,並びに,音楽科教育の内

容の背景にある音楽観,音楽教育観を導き

出す｡

③ ①及び②の結果から,学習指導要領の役

割について,仮定的な結論を導き出す｡

2.万 法

学習指導要領と並んで音楽科の教育内容が示

されているのは,音楽科の教科書,指導書及び,

教員養成課程の大学生を対象として書かれた音

楽科教育法のテキストなどである｡それらの中

でも,今回は学習指導要領と共に音楽科教育法

のテキストを,現状を知るための資料として用

いた ｡

その理由として,

① 音楽科教育法のテキストの記述は簡潔で

あり,教育内容を概観するのに便利である

こと

② 将来,音楽の授業を担当する大学生を対

象として書かれているので,学生が修得 し

なければならない指導内容,音楽的技術,

音楽的知識等が音楽科の教育内容であると

考えて差し支えのないこと

③ 教科書には教材自体しか示されていない

が,音楽科教育法の教科書には,ある教材

を取上げた根拠,教材の指導法についても

解説が加えられており,背景の音楽教育の

理念,教育観等を知ることができること

などが,挙げられる｡

使用 した音楽科教育法のテキストは,音楽之

友社出版の 『新版音楽科教育法』(教員養成大

学者楽教育研究会編,1988年)及び,教育芸術

社出版の 『新版音楽科教育』(大学音楽教育研

究グループ著,1991年)の2点であり,両テキ

ストは共に,小学校教員養成課程の学生を対象

として書かれたものである｡これら2冊のテキ

ストを主に用いたが,中学校教員養成課程の学

生を対象として書かれた,音楽之友社出版の

『新版中等科音楽教育法』(中等科音楽教育研究

会編,1990年)と,教育芸術社の 『あたらし音

楽科教育の実践』(室星敦郎他3名編集,1990

年)も参考として用いた｡

これらのテキストから,初めに音楽科の教育

内容を取りだし,それらがどのような領域にわ

たっているかを検討した｡次にそれらがどのよ

うな教育法により教えられるのかを,音楽科の

代表的な教育方法(4-に照し合せて,教育内容と

教育方法との関係の妥当性の検討を行なった｡

Ⅲ.音楽科の教育内容

音楽之友社と教育芸術社の二つの音楽科教育

法のテキストから抽出した音楽科教育の教育内

容の比較では,両テキストの指導内容にわずか

な違いが見られるものの,当然のことながら,

全体としては一致している｡その一例として,

音楽之友社と教育芸術社のテキストから,小学

校第 2学年の共通鑑賞教材である ｢トルコ行進

曲｣(ベートーベン作曲)の指導内容を引用す

ると,以下のようである｡

<音楽之友社>

指導のねらい

･ ピアノや管弦楽の音色に親しませる｡

･ 旋律を口ずさみ,軽快な曲想を味わわせ

る｡

･ 拍子やリズムにのって身体表現をさせる｡

<教育芸術社>

指導の要点

･ Aの主題〔5)をくちずさんで把握させ,主

題の反復に注意したり,全体的な強弱の流

れを感じとらせたりする｡

･ 部分ごとに異なる動作をさせ,曲の変化

を身体的に反応させながら,明るいリズミ

カルな曲を楽しませる｡

これらの指導内容は下記のように要約でき

ると思われる｡

<音楽之友社>

① 楽器の音色

② (聴唱法による)旋律の把握

せ 曲,悼

④ 拍子とリズム (の身体的把握)

<教育芸術社>
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① 主題の把握

② 曲の構成

③ 曲想

④ 曲の構成, リズム (の身体的把握)

指導内容に関して,両社のテキストには若干

の違いが見られ,出版社により抜け落ちている

内容があったりす るものの,ここからは全体と

しては似たようなことを教育内容として挙げて

いることがわかる｡同様なことが,他のどの共

通教材曲についてもいえ,結局,両社のテキス

ト共,学習指導要領に基づいて書かれているた

めに,同じ教育内容が示されていることになる｡

このように,音楽科教育においては,同一曲に

多少異なった指導内容が設定されることはあっ

ても,ある期間に,定められた教育内容を学習

するように計画されている｡

それでは,音楽科教育の指導内容全体はどの

ような領域に渡っているのだろうか｡音楽之友

社の小学校教員養成課程の学生を対象として書

かれたテキストには,以下のような項目が挙げ

られている｡

Ⅰ.表現能力に関する指導事項

(7) 聴唱と視唱 ･視奏

抑 リズム感とリズム表現 (身体表現, リ

ズム表現を含む)

(ウ) 曲想表現と歌詞の理解

国 発声と発音

帥 器楽表現

(カ) リズムや旋律の工夫と即興表現

(辛) 和音 ･和声と合唱 ･合奏

(ク) 音符 ･休符 ･諸記号の理解と表現

Ⅱ.鑑賞の指導内容

(7) 楽曲の気分や曲想の変化

仰 音楽の要素と曲想のかかわり

(T)) 旋律とその反復 ･変化や対照並びに全

体の構成

国 楽器や人声の音色と特徴,並びにそれ

らの組み合わせによる響き

以上は,指導内容の章か らの引用であるが,

教材篇の創作教材の章では,以下のような指導

内容の例が紹介され,上述の Ⅰの(カ)の内容を補

足している｡

Ⅰ.即興的表現

1.言葉のリズムを生かした即興表現

2.即興的リズム伴奏

3.ふしの即興的表現

4.音階や形式を意図的に選んだふしの即

興的表現

5.音の重なりの即興的表現

6.図形楽譜による即興的表現

Ⅱ.歌詞のふしづけ

1.言葉への即興的ふしづけ

2.歌詞への意図的なふしづけ

Ⅳ.自由な発想による表現

1.環境音の模倣

2.詩や物語や絵のイメージの表現

教育芸術社のテキストには,学習指導要領と

の重複をさけるために,音楽科の教育内容が整

理された形では示されていないが,歌唱形態,

歌唱技術,唱法,音感,歌唱表現,器楽,鑑賞

などの説明文のなかに,音楽之友社のテキスト

と同様に,学習指導要領に基づく指導内容が示

されている｡また,｢表現｣のなかの ｢創造的

活動｣の項に多 くのページが割かれているのも,

音楽之友社のテキストと共通 している｡その具

体的な活動内容を拾い出すと,以下のようにな

る｡

1.創造的な歌唱活動

(7) 言葉の感 じを生かして朗読させる

抑 歌唱表現にリズム伴奏させる

(ウ) 音楽的な歌唱表現を工夫させる

国 平易な歌は即興合唱させる

帥 短い言葉に即興でふしづけさせる

2.創造的な器楽活動

(7) リズムで問答させる

抑 リズムの続きを作らせる

(T>) ロンドで リズムの続きを作 らせる

回 ロンドで旋律の即興をさせる

帥 木琴や鉄琴で即興演奏させる

(カ) 即興のリズムでアンサンブルさせる

3.創造的な身体表現活動

(7) 遊びを作る

(Jf) グループの踊りを作る

(ウ) 自由に動 く
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4.作曲活動

(7) リズムの曲を作らせる

(Jf) 旋律の曲を作 らせる

(ウ) 歌の曲を作らせる

5.即興的な表現活動

自然の中の音や身の回りで聞こえる音など

を楽器や物などを使って表 し,音や音楽に対

するイメージを広げるとともに,多様な音楽

表現の可能性を求める活動にまでつなげる

両社のテキスト共,『創作』指導内容に重

点が置かれ,その記述はある程度具体的な内

容にまで及んでいるが,これは平成元年に告

示された学習指導要領に ｢即興的に音を選ん

で表現する｣,｢自由な発想で即興的に表現す

る｣という項が新 しく付け加えられたことに

よると思われる｡

このような傾向はあるが,全体としては音楽

科教育の教育内容は広い範囲に渡り,それらは,

以下のように整理される｡

① 発声法,楽器の演奏法など,演奏技術に

関する内容｡

② 表現に関する内容 (曲想,イメージ,歌

詞の理解など)｡

③ 音楽の仕組みに関する内容 (旋律, リズ

ム,和音,音色等の音楽の構成要素,並び

に,曲の構成)｡

④ 様式,演奏形態に関する内容｡

⑤ 音楽についての知識,概念等に関する内

容｡

⑥ 音楽の学習法に関する内容 (身体運動,

唱法,創作及び即興演奏)｡

Ⅳ.教育内容と教育方法との関係について

1.音楽の学習とは

学習指導要領や 『音楽科教育法』のテキスト

に示されている学習内容は,非常に多岐に渡る｡

それでは ｢音楽が習得された｣というのは,ど

のような状態をいうのであろうか｡たとえば,

ベー トーベンの生涯について学習したとしても,

ベートーベンの曲を聴いた時にそれが彼の曲で

あると判断できるとは必ずしもいえない｡この

ように音楽の周辺について知ることと,音楽そ

れ自体を知ることとは区別 しなければならない｡

音楽がわかるためには先ず,音の縦横の連結

の仕方を直感的に感 じとることができるように

ならなければならない｡主観的には次に来る音

がほぼ予想出来ることであるといえる(6-｡ こう

したことは,言語の習得の場合にもあるのでは

ないかと推測されるのであるが,いかがなもの

であろうか｡音楽においては,ある特定の音楽

の作 られ方が把握できた時に,その音楽が理解

できたと感 じるのである｡

しかし,言語 もそうであると思うのであるが,

音楽の場合,その種類によって ｢音の組み立て

られかた (構造)｣が異なっているのは当然の

ことである｡たとえば,インドネシアの音楽で

は,音楽上のアクセントは楽器による音の重な

りの密度,並びに音色の変化によって感じられ,

偶数相に強拍がある7̀)｡日本音楽の リズム,及

び日本国のリズム感は,強弱によるものではな

く,音の前後関係,あるいは拍と相の交代に基

づいている(8)｡

したがって,ある特定の音の構造を学習した

ならば,自分の知 らない音楽に接 した時には,

自分が獲得 した音の構造を無理に当てはめるか,

了解不能に陥るかのどちらかである｡このよう

に音楽の学習には ｢どのような音の構造を学習

するか｣の問題 もかかわり,すべての種類,氏

族の音楽に共通する音楽の学習はありえない｡

しかし,今は学習する音の構造の種類に触れな

いとしても,音楽科教育の教育内容の中心には

音の構造の学習を置くのが当然のことになるで

あろう｡

2.音楽科の学習内容

音楽の学習を音の構造の学習と捉えると,前

述の音楽科の教育内容の領域のなかで,それに

かかわる内容は,直接的には音楽科の教育内容

の項で整理 した③の ｢音楽の構造に関する内容

(旋律, リズム,和音,音色等の音楽の構成要

秦,並びに,曲の構成)｣ ということになるだ

ろう｡また,④の ｢様式,演奏形態に関する内
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容｣も,音楽の構造について触れたものである｡

①の ｢発声法,楽器の演奏法など,演奏技術

に関する方法｣は,演奏技術を獲得する過程で

音楽の構造を獲得 していくという面は確かにあ

るが,音楽を表現する手段となるもので,直接

的には音の構造の学習にはかかわらない｡発声

法を例にとれば,同じ曲を頭声的な発声で歌っ

ても,地声で歌っても,音楽の構造の認知の仕

方は変わらないであろう｡

②の ｢表現に関する内容 (曲想, イメージ,

歌詞の理解など)｣と⑤の ｢音楽についての知

識,概念等に関する内容｣は,音楽の構造の学

習にとっては間接的なものと言えるだろう｡音

楽の指導において,強弱をっけたりテンポに変

化をっけたり,歌唱の場合は声の質に変化をつ

けたりするなど,曲想をつけることが主たる指

導内容になることがほとんどであり,事実,こ

のような過程を経て音楽の構造が学習されると

いう面もあるが, しかし,曲想というのは,元

の基本的な構造からの逸脱ということを意味し

ている｡あまりにも大きな逸脱は,聴き手の許

容範囲を越えるし,音楽の構造自体の破壊とい

うことになるが,許容範囲内での基本的構造か

らの逸脱は,演奏に変化を与え,聴き手に新 し

い意味を与えるものとして価値づけられている｡

しかし,曲想がこのような意味を持つのは原構

造がすでに定着してから後になる｡

たとえば,インドの古典音楽においては,演

奏家の個性が重要視され,個々の演奏家は,そ

れぞれ独自の演奏様式をもっている｡同じフレー

ズを弾 くときにも,演奏家により微妙な差が現

れ,曲想が異なっていると言えるのだが,これ

をインドの古典音楽をほとんど聴いたことのな

い人が聴いたらどうだろう｡僅かな演奏上の相

違は普通は聴き分けられないし,仮に聴き分け

られたとしても,そのような違いはたいして意

味をもたないものとして感 じられるだろう｡そ

の理由は,原構造が身に付いていないので,曲

想を判断する基準がないか らであるといえる｡

したがって,音楽の構造が身についていない段

階での行き過ぎた曲想の指導は,教師には満足

感を与えるかもしれないが,生徒の側では,指

示されたことに機械的に従っているだけであっ

て,なんの意味も感 じていないことになる｡

歌詞内容の理解や,そこから導き出されるイ

メージも,音楽の学習においてほ間接的なこと

であるといえる｡音楽学の研究によれば,能の

謡い手が謡うときに最も注意を払うのは謡の詞

章を明確に発声することだという｡謡の内容に

意識を向けて謡うと言葉がでてこなくなり,そ

のときに発声 している言葉及び,次にくる言葉

のみに意識を向けているという｡全体としては,

謡の内容に対するなんらかのイメージなり,情

念のようなものはあるが,それらは意識の底に

あり,表面にあるのはあくまでも,言葉を明確

に発声することである(9)｡

また,｢民謡は郷土の自然や人々の素朴な気

持が歌われている｣などということがよく言わ

れるが,民謡教室で民謡の練習を観察している

と,表面上はこのようなことは全 くなく,歌い

手が意識 しているのは,発声 した言葉にいかに

節回しを付けるかということである｡この場合

も,歌い手は自分が歌っている曲に対 してなん

らかの感情やイメージをもっているであろうが,

それはあくまでも意識の底にあるものであり,

また,音楽構造を身に付けた後に生れてくるも

のであろう｡したがって,歌詞の内容は歌うこ

とへの直接的な動機とはなりえないと言えるだ

ろう｡

⑥の ｢音楽の学習法に関する内容 (身体運動,

唱法,創作及び即興演奏)｣というのは,それ

自体が目的なのではなく,音楽の構造を身に付

ける方法と解釈することができる｡身体運動は,

学習を強化する方法であると考えることができ

るし,創作及び即興演奏と言うのも,同じ様に

捉えることができる｡なぜなら,普通にいう作

曲は,音の構造がある程度身に付いた段階での

個性の表現であるが,音楽科教育での創作は,

音の構造の獲得を目的としたものであり,完全

に音が構造化される段階までに通過する一過程

であるに過ぎず, したがって,そこに個性的な

ものを求めることはできないからである｡同様

に唱法u切もまた,苦を現実に構造化するための

方法である｡
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音楽の学習を音の構造化として捉えるならば,

音楽科教育の学習内容を同列にとらえるのは誤

りだということになる｡歌詞の内容を理解させ

たり曲のイメージを持つことにのみ重点を置い

た指導も的外れということになる｡中学校第 1

学年の共通歌唱教材についての音楽科教育法の

テキストの ｢指導の要点｣での記述mはそうし

た例の一つである｡

｢音域がBからEsと11度にわたっている

点や,それなりのアゴーギクを必要とするこ

となどを考え合わせると,1年生にとって決

してやさしい教材とはいえないが,できるだ

け無理のない発声 (無理をした地声よりも,

できることなら高音域はファルセット唱法を

用いるとよい)と,明確な発音を工夫 して,

しみじみとした詩情を歌い上げることが必要

である｡

歌詞 1節中にある"負われて"が"追われて'

ととらえられたり,3節においては,15歳で

嫁いで行かねばならない,貧しい農村の少女

の実情が正確に理解されないことがあるから

注意 したい｡｣

この指導例では,歌詞の内容については詳 し

く触れられているが,音楽構造については音域

についてのみ触れられているだけである｡この

ように音楽科教育においては,核になる内容と,

周辺的な内容,学習の手段となる内容が区別さ

れずに教育内容が設定されているといえるだろ

う｡

3.音楽科教育の方法

音楽の学習が音の構造の獲得であるとするな

らば,音楽科教育の方法とは,音の構造を獲得

するための方法であるといえる｡この観点から

音楽の教育法を示 したのは,エミール ･ジャッ

ク-ダルクローズ (EmileJazues-Dalcroze,

1865-1950)とコダーイ ･ゾルタン (KodalyZ

oltan,1882-1967)とカール ･オルフ (Dr.h.C.

CarlOrff,1895-1982)の3人である｡以下に

この3人の音楽教育法を簡単に紹介してみよう｡

エミール･ジャック-ダルクローズはリトミッ

ク(一缶の創案者として知られるが,彼の教育方法

は経験主義に基づくものであるといえる｡彼は

音楽感覚の変化は身体感覚の変化によるもので

あると考え03,身体的な運動によって音楽感覚

を発達させようとした｡彼によると,｢理論,

つまり観念は,訓練,これをダルクローズは経

験と呼ぶのだが,その後にくるといっている｡

そして,知っているのではなく経験 したといえ

ることが学習の終わりなのだという｡学習は経

験の副産物なのである｣q心｡つまり,彼は音楽の

構造を音自体のみを通 してではなく,身体の運

動と結合させることによって獲得させようとし

たのであり,また,聴覚のみをとおすという不

確かな経験を,身体の運動という実感のあるも

のにより,より確かな経験に変換 しようとした

のであろう｡

次に,コクーイ ･ソルダンは,音楽における

民族的な方法を提唱した｡彼は,バル ト-ク(19

と共に-ンガリーの民族音楽を研究 し,｢伝承

民謡が,新たな国民音楽創造の源泉となるばか

りではなく,行きづまった音楽史に新 しい道を

開くと共に,民族音楽こそが芸術的創造の源泉

であり,その原型でもあると確信するようにな

る｣q由と考えた｡

言語の修得が母語から始り,言語の構造を獲

得 していくのと同様に,音楽の学習も民族の伝

統的な音楽から始め,その構造を獲得 していく

のがよいというのが彼の主張の要点である｡ま

た,イギリスで考案された主音の位置により音

の名称を読み換えるトニック･ソルファ法 (移

動 ド法)杏,音楽の構造を獲得するのに有効な

方法として提唱したのも彼の業績である｡これ

らの方法の根底には,声楽的ソルフェージュの

重視がある｡

最後に,現代 ドイツの代表的な作曲家である

カール ･オルフの音楽教育は,即興演奏から合

奏に導 くことによって,子供の音楽的能力の発

達をはかるというものである｡即興演奏の素材

となるのは,言葉,奏法のやさしい楽器,動作

であり,｢子供の中に無意識にある音楽を,音

楽として気づかせそれを即興的に育てることか

ら出発し,創造的に音楽を楽 しむことを目標と

している｣q刀｡
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子供が与えられた素材をもとに自分の裁量で

音楽を即興的に作っていくという点で, また,

音楽活動を聴き手と演奏者に分けるのではなく,

誰でも演奏に参加することを目的としている点

で経験主義的な音楽教育法であるといえる｡ま

た,即興が子供の自由に全 く任されているので

はなく,言葉のリズム,抑揚に基づいて,単純

なリズム,音階,形式から複雑なもの-と段階

を踏んでいくというように,系統だった指導法

となっている｡ここでは, ドイツの伝統に従っ

た器楽的ソルフェージュが根底にあると考えら

れる｡

彼 らの音楽教育法は部分的に重なる面がある

ちのの,身体運動や言葉のリズム,抑揚と結び

つけて学習する経験主義的な方法,音楽におけ

る母語から音楽を学習する民族主義的な方法,

与えられた一定の枠内で子供が即興的に音を操

作していく方法というようにまとめることがで

きるだろう｡音楽の学習を ｢音の構造の学習｣

として捉えるならば,これらの方法は,まさに

音の構造の学習という観点から考慮されたもの

であるし,これらの方法に乗っ取れば音楽の学

習が抵抗が少なく自然に行なわれるということ

になる｡

それでは,音楽科教育の教育内容が上述の音

楽教育の方法とどのような関連があるのか,あ

るいは,教育方法からみた教育内容の妥当性を

次に検討 してみることにする｡

Ⅴ.教育方法から見た音楽科教育の学習内容

1.民族的な方法から見た音楽科教育の内容

コダーイのいうような民族音楽を土台とした

方法に従うなら,日本の伝統的な音階に基づい

た音楽による教育ということになるのだが,小

学校の共通教材のうちこの条件にあてはまるの

は,共通歌唱教材としては,｢ひらいたひらい

た｣｢かくれんぼ｣｢うさぎ｣｢さくらさくら｣

｢子もり歌｣｢越天楽今様｣であり,共通鑑賞教

材としては中山宿茂作曲の ｢管弦楽のための木

挽歌｣と,宮城道雄作曲の ｢春の海｣といえる

だろう｡そのはかの曲は西洋音楽の音階であっ

たり,西洋音楽の音階と日本の音階を折喪 した

四七抜き音階n秒であったりする.学習指導要領

そのものには鑑賞教材に関する取り扱い事項と

して,第 5学年で ｢歌曲及び郷土の音楽を含め

た色々な種類の楽曲｣,第 6学年で ｢組曲等及

び尺八の音楽を含めたいろいろな種類の音楽｣

と指定されている｡共通歌唱教材には,各学年

に1曲は日本の音階に基づく曲が含まれており,

鑑賞教材については, 5年生で郷土の音楽が6

年生では挙,尺八の音楽ということが明確に示

され,それ以外については,｢いろいろな種類

の楽曲｣というように拡大解釈を許す余地を残

した記述となっている｡

『音楽科育法』のテキストでは,わらべ唄や

わらべ唄の音階に基づく即興演奏の例が挙げら

れている｡ しかし,これらは一貫 して用いられ

ているのではなく,他の様式による曲のなかで,

一定の割合を占めているのにすぎない｡全体と

しては,小学校のわらべ唄,郷土の音楽,挙や

尺八の音楽から,中学校での郷土の音楽,日本

の伝統的な古典曲,日本の楽器を用いた現代曲

というように,幅広く,かつ一定の段階を踏ん

ではいるが,他の様式,主として西洋音楽の影

に隠れてしまって,散発的に現れるというのが

実情のようでいる｡

ソルフェージュには,コダーイも採用した主

音との関係で音の名称を読み換えるトニック･

ソルファ法が採 られているが,これを日本の伝

統的な音階に応用するというより,西洋の音階

構造に用いるという意図の方が大きく,方法と

目的との一貫性がもたれていない｡

2.経験主義的な方法から見た音楽科教育の

教育内容

音楽を身体運動を通 して経験しその副産物と

して学習するという,ダルクローズの考えた経

験主義的な方法については,学習指導要領には

｢拍の流れやフレーズを感 じ取 って,演奏 した

り身体表現すること｣という記述と ｢柏の流れ

やフレーズを感じ取って強弱や速度の変化に応

じた演奏をしたり,身体表現をすること｣とい
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う記述があるのみである｡

ここでは,音楽の要素のうち,柏,フレーズ,

強弱,速度などを身体の動きによって表現 しよ

うということであり,まとまった音楽を身体運

動と共に経験することは含まれていない｡また,

教育芸術社の 『音楽科教育法』のテキストには,

｢創造的な身体表現活動｣として,遊びを作る,

グループの踊りを作る,自由に動 く,というこ

とが挙げられている｡ しかし, これ ら全てが,

ダルクローズの意図する音楽の構造に即 した厳

密な身体運動との対応を考えているとは言えな

い｡

このように,学習指導要領,並びに 『音楽科

教育法』のテキストでは,漠然と示されている

だけで,音楽を経験するに際して必要な経験す

る側の,音楽の構造に対応させる方法について

は触れていない｡また,一つ一つの方法や,具

体的な方法にも触れていないため,これらは全

て現場の教師の裁量に任されていると見ること

もできる｡

また,これらの方法は,子供たちが経験する

ことによって音楽の構造を身に付けることを目

的としているのであるから,これによって学習

できる内容は,｢音楽の仕組みに関すること｣

ということになる｡実際の指導においては,曲

想や曲のイメージも身体の動きによって表現さ

せることも充分に予想できるが,曲のイメージ

といったことは,個人によって大変差があるし,

音楽構造との異体的な対応関係はないために,

直接的に学習することは不可能な内容といえる

だろう｡

音楽科教育において,身体運動による経験主

義的な方法は,部分的に用いられているにすぎ

ないし,これによって教えられる内容は,音楽

の仕組みに関する内容のごく一部分であり,覗

在のところ音楽科教育の内容を支える一貫 した

方法とはなっていないと言える｡

3.オルフの教育法からみた音楽科教育の内容

言葉のリズムや抑揚に基づいて簡単な即興演

奏を行ない,これを合奏に発展させるというオ

ルフの方法は,現在の音楽科教育に広 く取入れ

-9

られている｡学習指導要領の ｢音楽をつくって

表現するようにする｣という指導事項のなかの

｢簡単なリズムや旋律をつくって表現すること｣,

｢即興的に音を探 して表現すること｣,｢旋律や

音の組み合わせを工夫 して表現すること｣,｢即

興的に音を選んで表現すること｣,｢音の重なり

や曲の構成を工夫 して表現すること｣という記

述は,オルフの教育法に基づいたものであると

見ることができる｡

また,音楽之友社と教育芸術社の 『音楽科教

育法』のテキスト共,オルフの教育法を日本語

にあうようにした具体的な方法が紹介されてい

る｡つまり,日本の伝統的な音階により言葉に

即興的な旋律をつけたり,体や楽器によるリズ

ム伴奏をっけたりすることほどである｡しかし,

日本語と日本の音階に基づく即興演奏の例に交

じって,西洋音楽の長音階に基づく即興例も挿

入されており,子共に与えられる即興演奏の枠

組みが必ずしも一貫 しているとは言えない｡

学習指導要領の ｢自由な発想で即興的に表現

すること｣という記述は,最近全国的に広 くお

こなわれるようになった 『創造的音楽学習』と

呼ばれる作曲の方法を意味するものであるが,

これは即興のための枠組みをまったく与えない

方法であり,オルフの体系的な指導方法とは異

なっている｡音楽の構造を習得するのに,一定

の枠内で子供が音を自由に操作するというオル

フの指導方法は大変有効であると思われるが,

現状の指導は,どのような音楽の構造の獲得を

狙っているのかという点で一貫性を欠いており,

他の教材曲との様式上の関係 も不明確である｡

現場の教師の指導上の栽量で,オルフの方法を

かなり取り入れることは可能ではあるが,結局

のところ部分的にしか取り入れられていないと

言えるだろう｡

4,音楽教育の現状

音楽科の教育内容のうち,直接教えられ, し

かも画し､となる内容は ｢音楽の仕組みに関する

こと｣であるが,現在の音楽科教育では,直接

には教えることの難 しい曲想やイメージの表現

力が教育内容の一部分になっており,指導者が
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重点とすべき教育内容を取違えた場合には,千

供が音楽構造を獲得するのが困難になることが

考えられる｡曲想とか曲のイメージというのは,

ある程度音楽の構造が獲得されてから生 じるも

のであり,それらを表現する力は,義務教育の

音楽の授業では習得できないような高い音楽的

能力,表現技術と結びついていることが多いか

らである｡

前述の3種類の指導方法がそれぞれ部分的に,

また,折喪的に用いられていることからもわか

るように,教育内容の設定の問題 とならんで,

教育方法もまた一貫 した体系を読み取れるもの

となっているとは言い難い｡そのために,教育

効果をほとんど期待できない側面が無いとは言

えない｡このように教育内容と共に教育方法に

おいても折喪的にならざるを得ないのは,どの

ような様式に基づく ｢音楽の仕組み｣か,どの

ような教育内容を中心に置くべきかなどが明確

ではないため,音楽教育の方法を体系的に一貫

して用いることが困難になるからである｡次に

このような状況を生みだした音楽科の教育内容

の背後にある音楽観を検討 し,学習指導要領の

役割について仮定的な結論を導き出すことにす

る｡

Ⅵ.音楽科の教育内容を支える音楽観と学習

指導要領の役割

1.音楽科の教育内容を支える音楽観

学習指導要領の音楽科の目標のひとつに ｢音

楽性を培う｣ということが挙げられている｡こ

の ｢音楽性｣について音楽之友社のテキストは,

以下のように説明している｡

｢人間はその特性として,生まれながらに

して音楽を聴いてその美 しさを感得 したり,

これを表現 しようとする潜在的な能力をもっ

ている｡この能力を音楽教育の立場から人間

性の一面ととらえ,これを音楽性と呼んでい

る｡それは潜在的な能力という意味か らは,

教育によって引き出し,育てることの可能性

も意味している｡｣

この文章は,音楽がすべての人に価値あるも

のであるという前提で書かれている｡なるほど

そうではあるが, しかしここでは二つの視点が

欠落 している｡

一つは,どのような様式,音の構造を持つ音

楽であるかという視点である｡人はある特定の

種類の音楽とより密接な関係を持つ｡ しか し,

世界のすべての音楽と密接な関わり合いを持つ

ことはできない｡そのため,｢音楽｣ という言

葉を用いるときには,｢多様な様式,音の構造

を持つ音楽の内のこの音楽｣という前提が暗黙

裏のうちあることになる｡

これに対 して ｢学習指導要領には学習すべき

音楽の種類や様式が指定されている｣という反

論があるかもしれない｡ しかし,西洋音楽,日

本音楽,西洋音楽と日本音楽を折喪 した唱歌,

日本人の作曲家による西洋音楽の手法に基づく

歌曲,特定の様式に基づかない作曲法 (創造的

音楽造り)と,あまりにも広い範囲に渡る音楽

を学習するということは,結局それらの違いを

無視 し,音楽を一つものにくくってしまってい

ることになる｡このように,一つは,音楽の種

類や様式の相違ということを考慮しないことが,

一貫 した教育方法を用いることを困難にしてい

る｡

また,｢音楽は人間との関係で存在するもの

である｣という視点も欠落している｡最近の音

楽学の研究によれば,音楽構造は当該民族の世

界の認識の仕方を反映 しているというO誹｡ この

考え方に従えば,音楽が価値を持っのはそれを

担う人間との関係においてということになる｡

しかし,音楽科教育においては,音楽の種類,

様式同様,音楽と人間との関係,音楽の人間関

係の中で持つ意味をも考慮に入れることが無い｡

さまざまな音楽を一つにくくってしまい,音楽

が持つ人間関係の中での意味を切り捨てた主張

は,結果として,どの音楽も種類に無関係に音

楽それ自体が,人間の誰にとっても絶対的な価

値を持っということを言っていることになるで

あろう｡

このように具体的な音楽を持たない土壌の上

に成立 しているために,教育内容も実体を捉え

Flo-
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ることの難しい主張を多々含むことになるわけ

である｡学習指導要領には ｢歌詞の表す情景や

気持を想像 して表現すること｣,｢音の重なりや

和音の響きを味わって表現したりすること｣と

記されているが,歌詞の表す情景を想像 しなが

らでは歌えないし榊,曲を味わうのは音楽構造

が定着 してからのことであり,また,それらは

個人の感 じ方に従う側面が大きく,その上個々

に対してそうした自由の保証されている行為で

もある｡これを教えるということは,一人一人

の子供の自由な感 じ方を制約することにもなる

し,何よりも教えられるという保証の殆どない

ものである｡そのほか ｢曲のイメージ｣や ｢曲

趣｣といったことも指導内容に含まれているが,

これらも直接的かつ具体的に教えることの困難

な内容であるといえよう｡

音楽科教育においてこうした多様な解釈の可

能な事項を内容として含んでいるのは,音楽を

｢音の構造｣という具体的な一つ一つの音楽を

指し示すことができるものとして捉えるのでは

なく,音楽がそれ自体で人間関係の中で持つ意

味以上の何かを持ったものとして捉えたいがた

めであると推測できる｡つまり,音楽がその様

式を越えて,それ自体で絶対的な価値を持つも

のであると考えようとする思考法である｡それ

を支えるために,具体的な内容を示すことが困

難な ｢曲のイメージ｣であるとか ｢曲趣を味わ

う｣などという言葉を借りてきたのであろう｡

音楽を個人的な表現行為としてとらえるのも,

音楽科教育の内容を支える教育観であるといえ

る｡前述の創造的音楽学習は既存の音楽の構造

を全 く用いないで,子供自身が新 しい音楽の構

造を創 り出すということを狙 った方法である｡

これを個性や個人の創造性を最大限に尊重 した

学習方法だと主張している｡また,学習指導要

領には ｢表現の仕方を工夫する｣ということが

記されており,実際の音楽の授業においても子

供たちに強弱,速度など,表現法を考えさせる

という場面がみられるが,これも音楽を個人の

自由な行為とみる考え方の現れであるといえる

だろう｡

中学校の共通歌唱教材をみても,『赤とんぼ』

『浜辺の歌』『夏の思い出』『早春賦』などの曲

は,個人の歌唱力や表現能力をかなり必要とす

る曲であり,これらの曲を 1人で歌って聴き手

を納得させるには,かなりの音楽的訓練と音楽

的能力を必要とする｡教育芸術社の 『音楽科教

育法』のテキストには,教材例として西洋のオ

ペラからとられた曲,シュ-ベルトやドボルザー

ク作曲の歌曲が含まれているが,これらの曲は

さらに高度な西洋音楽のための個人の音楽的能

力や表現力を必要とする曲である｡

音楽之友社の 『音楽科教育法』のテキストに

は,音楽科の教育内容として,｢曲想表現と歌

詞の理解｣ということが挙げられているが,こ

のことを受けて,小学校第 2学年の 『夕やけこ

やけ』の指導のねらいとして以下のように書か

れている｡

･ 夕焼けの美 しい情景を想像しながら,歌

詞の内容を理解 し,表情豊かに歌わせる｡

･ 旋律の抑揚や曲の山を意識させ,曲想表

現を工夫させる｡

この文章中の 『表情豊かに』や 『曲想表現』

という言葉は,個人のまったく自由な表現を重

視 したものである｡このように,簡単な 『夕や

けこやけ』という曲の場合にも,個人の音楽的

能力や表現力を必要とする西洋の歌曲と同じよ

うな教育内容が設定されており,両者に対する

基本的な考え方は等 しいということができる｡

極論すれば,最終的に西洋の古典音楽の非常に

高度な音楽表現を目ざしており,それは,高度

な技術が習得された後に獲得される個人の自由

な表現の世界である｡ しかし,9年間の義務教

育の中でその点に到達することは不可能であり,

万に一つそうした表現が可能になったとしても,

それは学校という集団のなかでの自己表現に適

したものであるとは言い難い｡

このように,音楽科教育においては教育内容

を,音楽の種類,様式に対する視点を持たない

抽象的な教育内容とし,個人の表現 (窓意的だ

ともいえる)を重視するのは,共通理解するこ

との少ない雑多な主張のなかで作らなければな

らなかったという歴史的な事情が大きく関係し

ていると言えよう｡そうした中で,音楽のモデ

- ill-
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ルを西洋の古典音楽に求めざるを得なかった結

果,｢音楽｣といえば,西洋音楽, とくに西洋

の古典音楽を意味するということが,言うまで

もない前提になってしまったのであろう｡

しかし,西洋の古典音楽にしても,音の構造

であることに変わりはない｡それを目指すので

あれば,そのための組み立てかたの学習が不可

欠である｡それにもかかわらず,音楽科教育が

抽象的な内容を中心とするものになってしまっ

たのは,音楽を移入する過程によく見 られるよ

うに〔21),手本とした音楽を無条件で価値ある

ものとしたこと,また,音楽教育者が教育にお

ける自己の立場を作り出すために,音楽科の教

育内容のなかに音楽とは直接にはかかわらない

内容も設定 したことに,その原因があると考え

られる｡

2.学習指導要領の役割

これまでの論は,学習指導要領について幾分

否定的な方向に傾いているように見えるのでは

ないかと思われる｡ しかし,われわれは,学習

指導要領の内容を低 く評価 しているわけではな

い｡学習指導要領の教育内容をよく検討すると,

音楽科の教育内容として現在,一般的に期待さ

れている内容が,広い範囲に渡って示されてお

り,その上個々の内容については,それ程詳細

には規定されていない｡換言すると,さまざま

な音楽教育観,教育方法を巧みに折喪しており,

どの立場に対 しても配慮を示したものとなって

いる｡

つまり,教える内容の最低のアウトラインを

示 しているだけであるため,自分の確かな教育

内容,教育方法を持つに至らない音楽教師にとっ

てほ,一般的な音楽科教育の基準を示すことに

なる｡逆に,個々の内容については紬かくは規

定されていないために,確かな音楽教育観,教

育方法をもった教師には,自己の教育方法を実

践する自由を保証していることになる｡したがっ

て,問題があるとするなら,それは,学習指導

要領そのものにあるというよりは,音楽の教師

の学習指導要領に対する姿勢,運用の仕方にあ

ると言えるだろう｡具体的には以下の2点に集

約される｡

① 学習指導要領を教師を縛る絶対的なもの,

あるいは,音楽科教育の理念を体現する絶

対的なものとして捉えず,教師の自由にな

る余地を残 した許容性のある規範と捉える

こと｡

② 学習指導要領の教育内容のうち,中心と

なるべき内容と,周辺的な内容とを区別す

ること｡

Ⅶ.今後の課題

これまで述べてきたことを要約すると,以下

のようになる｡

音楽科の教育内容の中には,直接教えること

のできない抽象的,周辺的な内容があり,この

ことは折喪的な教育方法とも関係している｡学

習指導要領はこのような折喪せざるを得ない歴

史的背景の中で生れたものであり,そのために

さまざまな内容を網羅 してはいるが,音楽の教

師が自由に自己の教育法を実践する余地を充分

に残 している｡その場合,教師が留意しなけれ

ばならない点,中心となるべき内容と周辺的な

内容とを区別することであろう｡

この研究は,広い範囲に渡る音楽科の教育内

容と教育方法とを概観 し,今後の方向を得るた

めに仮定的な結論を導き出したものである｡さ

らに具体的な教育内容と,そのための一貫 した

方法を示すことが今後の課題であり,そのため

には,現場の指導をも検討の対象とすることが

必要であると考える｡

本研究は,音楽科教育の桂と保育内容の鈴木

の両者が共に資料に当り,一つ一つ討議するこ

とによって進められてきたものである｡

注及び参考文献

(1)門間直美編 『音楽教育大論争』(ティビーエス ･

ブリタニカ,1984)においての論争が有名｡

(2)後に明治12年に創設された音楽取調掛の御用

掛に任命される｡

(3)PAYNTER,JohanandASTON,Peter

SoundandSllence - Classroom

ProJeCtSlnCreatlVeMusIC",Cambridge

-I1二三･一一

Akita University



桂 ･鈴木 音楽科の教育内容と方法について

Unl､TerSltyPress,1970.日本 で は 『音楽 の

語 る もの』 (山本文茂他訳, 音楽之 友 社 ,

1982)というタイ トルで翻訳出版 される｡

(4)後 に ｢Ⅳ｣の ｢3. 音楽科教育 の方法｣

で述べる, コダーイ, オル7, ダル クロー

ズによる音楽教育の方法｡

(5)冒頭の 4小節 の旋律 のこと｡

(6)鈴木敏朗 講座 :これか らの保育内容 4

『音楽 とその導 き方』,明治図書,1973｡

(7) マルム, W.p.(松前紀男,村井範子訳)

『東洋民族の音楽』,東海大学出版会,1967｡

(8)小泉文夫 『日本の音』,青土社,1977｡

(9) 藤 田隆則 『音声 による言葉 の断片化』,

柴 田南雄他編 岩波講座 ｢日本 の音楽 ･ア

ジアの音楽｣ 7,岩波書店,1989｡

(10)音の名称 を固定 させ,絶対的な高 さで歌

う方法 と,音の名称を主音の位 置 との関係

で読み変えて歌 う方法 とがあ り, 学習指導

要領では後者の方法である移動 ドが採用 さ

れている｡

(ll)河西保朗他編著 『あた らしい音楽科教育

の実践』,教育芸術社,1990 ｡

(12)音楽を身体 の動 きによって表現す る音楽

教育の方法｡

ー 13

(13)鈴木敏朗 『音楽 と身体表現 (上)』｢あん

さんぶ る｣第17巻 4号, カワイ音楽研究会

本部,1973｡

(14)症(12) と同 じ｡

(15)BartokBelaVictorJanos(1881-1945),

- ンガ リーの作曲家｡

(16)鈴木敏朗 『音楽 と身体表現 (下)』,｢あ

んさんぶ る｣第17巻 5号, カ ワイ音楽研究

会本部,1973｡

(17)教員養成大学音楽教育研究会編 『新版音

楽科教育法』,音楽之友社,1988｡

(18)西洋古典音楽 の音階の第 4音 と第 7音 を

抜 いた音階｡

(19)山口修 『アジア ･オセアニアにおいて音

楽 とは何 か』 (柴 田南 雄 他 編 岩 波 講 座

ー日本の音楽 ･ア ジアの音楽｣ 1, 岩波書

店,1988)など,最近 の民族音楽学 の研究

の多 くは, この立場 に立 っている｡

(20)注(9) と同 じ｡

(21)柘植元一 『音楽 と文化変容』,柴 田南雄,

徳丸吉彦編 ｢民族音楽｣, 日本放送 出版協

会,1987｡ このなかで柘植 は ヨーロ ッパ に

移入 されたオスマ ン ･トルコの ｢軍楽｣ の

場合 について述べている｡

Akita University


	kt001a.pdf
	kt002a
	kt002b
	kt003a
	kt003b
	kt004a
	kt004b
	kt005a
	kt005b
	kt006a
	kt006b



